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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年２月１９日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時４０分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　　正 副委員長 村上英明  委　　員 大澤千恵子

委　　員 上村高義  委　　員 山崎雅数  委　　員 嶋野浩一朗

委　　員 原田　平 

議　　長 木村勝彦  副 議 長 南野直司 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　有山　泉　　

１．出席した議会事務局職員

事務局長　寺本敏彦　　同局局次長　藤井智哉　　同局総括参与　野杁雄三

同局総括主査　湯原正治　　同局書記　寺前和恵　　同局書記　田村信也

１．案件

・平成２５年第１回定例会審議日程及び議事日程について

・摂津市議会政務調査費の交付に関する条例等の一部改正について
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　ただいまから議会運営

委員会を開会します。

　まず、理事者から挨拶を受けることに

します。

　副市長。

○小野副市長　公務ご多忙の中、また、

寒さ厳しい日が続いております中、議会

運営委員会を開催頂きまして、ありがと

うございます。来たる２１日から開催予

定の平成２５年第１回定例会におきまし

て、報告案件２件、予算案件１３件、条

例案件１８件、その他案件２件の合計３

５件を予定しております。案件の概要に

つきましては総務部長より説明をいたし

ますのでよろしくお願い申し上げます。

○森西正委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は原田委員

を指名します。

　それでは、第１回定例会の提出議案に

ついて概略説明をお願いします。

　総務部長。

○有山総務部長　それでは、平成２５年

第１回定例会提出案件の概略説明をさせ

ていただきます。

　まず、報告第１号、損害賠償の額を定

める専決処分報告の件でございますが、

平成２４年１１月６日午後４時ごろに、

発生しました公用自動車による公務中に

発生した車両事故にかかる損害賠償の額

を定める専決処分の件です。

　大阪中央環状線鳥飼和道交差点で、南

行き中央環状線を右折２車線の左側車線

に進入したときに、後ろを走っていた相

手車両が、当方車両を追い抜こうとし、

公用車両左側フェンダー部分との相手側

車両の右フェンダー部分が接触したもの

です。過失割合は、本市５０％、相手

方５０％と認定され、本市の責任額に

ついては、社団法人全国市有物件共済会

から支払われております。

　報告第２号、損害賠償の額を定める専

決処分報告の件でございますが、平成２

４年５月２２日午後４時４５分ごろに、

摂津市立千里丘小学校での学童保育活動

にて発生した事故にかかる損害賠償の額

を定める専決処分の件です。相手方は、

支援を要する児童であり、加配指導員１

名を配置し保育を行っていました。当日、

他の児童がジャングル・ジムで遊んでい

て怪我をし、当該指導員が一番近くにい

たため、その対応を行っている間に遊具

に登り転落したものです。治療費、通院

費、通院補償費を支払うものです。本市

の責任額については、全国市長会、市民

総合賠償保険から支払われております。

　議案第１号から議案第８号までは、各

会計の平成２５年度当初予算でございま

す。お手元に配付させていただいた資料

に基づきまして説明させていただきます。

　議案第１号は、平成２５年度摂津市一

般会計予算でございますが、歳入歳出総

額は当初予算額３２４億７，３２３万２，

０００円となり、平成２４年度当初予算

額３２０億８，８５０万円と比べまして、

３億８，４７３万２，０００円、１．２

％の増となっております。次ページの一

般会計予算総括表で歳入の前年度比較、

歳出で款別及び性質別で前年度比較をし

ておりますので、併せてご参照願います。

　次に、各特別会計の当初予算でござい

ます。まず、議案第２号、平成２５年度

摂津市水道事業会計予算は、表の中段以

降をご参照ください。収益的収入は、２

１億９，８２９万円となり、対前年度４，

７６４万２，０００円、２．２％の増と

なります。次に収益的支出は２０億１，

０３３万５，０００円で、対前年度３８

９万２，０００円、０．２％の減となっ

ております。
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　次に資本的収入は３，０９０万円とな

り、前年度と比較しまして１，０００万

円、２４．４％の減となっております。

一方、資本的支出では６億５４２万円と

なり、１億７，７５９万８，０００円、

２２．７％の減となっております。その

結果、それぞれの収入合計（１）プラス

（３）では２２億２，９１９万円となり、

対前年度３，７６４万２，０００円、１．

７％の増となっております。その下段の

支出合計（２）プラス（４）のＣ欄では

２６億１，５７５万５，０００円となり、

対前年度１億８，１４９万円、６．５％

の減となっております。

　続きまして、上から３段目の議案第３

号、平成２５年度摂津市国民健康保険特

別会計予算の当初予算額は、１１０億６，

７７０万１，０００円であり、対前年度

では４億５，８３１万１，０００円、４．

３％の増となっております。

　続きまして、議案第４号、平成２５年

度摂津市財産区財産特別会計予算では、

当初予算１６億６，５６０万３，０００

円は、対前年度２，８５０万５，０００

円、１．７％の増の予算となっておりま

す。

　議案第５号、平成２５年度摂津市公共

下水道事業特別会計予算では、当初予算

額５７億１，７５７万３，０００円とな

り、対前年度３，０６９万７，０００円、

０．５％増となっております。

　議案第６号、平成２５年度摂津市パー

トタイマー等退職金共済特別会計予算で

は、当初予算額２，０９６万３，０００

円となっており、対前年度５１１万９，

０００円、１９．６％減となっておりま

す。

　議案第７号、平成２５年度摂津市介護

保険特別会計予算では、当初予算額４５

億３，０９８万８，０００円となり、対

前年度３億６，８７０万１，０００円、

８．９％の増となっております。

　議案第８号は、平成２５年度摂津市後

期高齢者医療特別会計予算でございます。

当初予算額７億８，４２４万７，０００

円を計上いたしており、対前年度３，５

２４万３，０００円、４．７％増となっ

ております。

　続きまして議案第９号から議案第１３

号までは、平成２４年度の各会計の補正

予算となっております。年度末を控え、

決算を見込みながら、予算執行後の不用

額の整理のほか、一部増額補正を行う等、

予算調整を図っております。各会計の補

正状況は３枚目に平成２４年度摂津市３

月補正予算総括表としてまとめておりま

す。

　先ず、はじめに議案第９号は、平成２

４年度摂津市一般会計補正予算第５号で

ございます。８億４，６０９万９，００

０円の増額補正を行い、補正後予算額は

３４３億７，７４３万４，０００円とい

たすものであります。今回の補正の中に、

国の１次補正に伴なう防災情報通信設備

整備事業交付金による情報収集伝達体制

整備事業、３，５２６万３，０００円と

学校施設環境改善交付金による小学校耐

震補強等事業、８億１，３５６万１，０

００円及び、中学校耐震補強等事業、２

億７，７５９万５，０００円は、補正後

平成２５年度へ繰越いたします。

　次の議案第１０号、平成２４年度摂津

市水道事業会計補正予算第２号は、中段

より下に記載しておりますように、収益

的収入では８７７万６，０００円の減額

補正、収益的支出において１５０万８，

０００円の減額補正、資本的収入は補正

計上はなく、資本的支出では６，３７３

万６，０００円の減額補正となっており

ます。
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　その結果、収入合計では８７７万６，

０００円減額補正となり、補正後額２１

億８，２７７万２，０００円とするもの

です。支出合計では６，５２４万４，０

００円の減額となり、補正後額２７億２，

３０５万４，０００円とするものです。

　議案第１１号は、平成２４年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算第４号で、

上から３段目に記載しております。９，

３２４万９，０００円の増額補正を行い、

補正後額１１０億３，５４８万３，００

０円とするものです。

　続きまして、議案第１２号、平成２４

年度摂津市公共下水道事業特別会計補正

予算第２号は、８，７５９万３，０００

円の減額補正を行い、補正後額５５億８，

９５９万１，０００円とするものです。

　議案第１３号、平成２４年度摂津市後

期高齢者医療特別会計補正予算第２号は、

３，１４８万５，０００円の増額補正を

行い、補正後額７億８，０５３万１，０

００円とするものです。

　次に議案第１４号は、市道路線認定の

件であります。千里丘８５号線他１５路

線の路線認定であり、総延長４８２．９

メートルの認定となっております。

　議案第１５号は、市道路線廃止の件で

ございます。北別府町９号線を廃止する

ものです。

　続きまして、議案第１６号は摂津市新

型インフルエンザ等対策本部条例制定の

件であります。新型インフルエンザ等対

策特別措置法の制定に伴い、本条例を制

定するものです。

　新型インフルエンザ等対策特別措置法

第３７条において準用する同法第２６条

の規定に基づき、摂津市新型インフルエ

ンザ等対策本部に関し必要な事項を条例

で定めるものです。

　なお、施行日は、規則で定める日から

施行します。

　議案第１７号は摂津市指定地域密着型

サービス及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例制定の件でござい

ます。「地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」及び、「介護サー

ビスの基盤強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律」が制定され、介護

保険法等について所要の改正が行われ、

これまで介護保険法等に定められていた

事業者の指定に関する一部の基準や厚生

労働省令で定められていた介護サービス

に係る基準を、条例で定めるものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第１８号の摂津市道路の構造の技

術的基準を定める条例制定の件ですが、

「地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」及び「道路法の一部を

改正する法律」が制定され、市が管理す

る道路の構造の技術的基準について、条

例で定めるものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第１９号、摂津市道路標識の寸法

に関する条例制定の件は、「地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法

律」及び「道路法の一部を改正する法律」

が制定され、これまで「道路標識、区画

線及び道路標示に関する命令」に定めら

れていた市道に設ける道路標識のうち、

案内標識及び警戒標識等の寸法について、

条例で定めるものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第２０号、摂津市高齢者、障害者
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等の移動等の円滑化のために必要な特定

道路の構造に関する基準を定める条例制

定の件は、「地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律」及び「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部を改正する法律」が制

定され、これまで国土交通省令で定めて

いた「移動等円滑化のために必要な道路

の構造に関する基準を定める省令」に規

定する基準を参酌し、市の管理する特定

道路を新設又は改築する場合の道路移動

等円滑化基準を、条例で定めるものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　続きまして、議案第２１号は摂津市高

齢者、障害者等の移動等の円滑化のため

に必要な特定公園施設の設置に関する基

準を定める条例制定の件でございます。

これは、「地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律」及び「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律の一部改正する法律」が制定され、

移動等の円滑化が特に必要な特定公園施

設の設置基準については、これまで国土

交通省令で定めていた「移動等の円滑化

のために必要な特定公園施設の設置に関

する基準を定める省令」に規定する基準

を参酌し、条例により定めるものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第２２号は摂津市附属機関に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件で

ございます。「地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」及び「社

会福祉法の一部を改正する法律」が制定

され、市域を超えない範囲内で事業を行

う社会福祉法人の認可・指導監査権限が

市町村に移譲されることに伴い、審査会

を設置するものです。

　平成２５年４月１日から施行します。

　続きまして、議案第２３号の特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例制定

の件は、大阪府からの権限委譲等に伴い、

新たに特別職の職員を委嘱する必要があ

ることから、当該職員を定め、また委員

報酬について変更のある職種についても

報酬額を改正するため所要の改正を行う

ものです。　　　　　

　その内容は、社会福祉法人等指導監査

専門員を新設し、日額２１，０００円の

報酬とすることと、国民健康保険運営協

議会会長及び国民健康保険運営協議会副

会長を削除し、国民健康保険運営協議会

委員を年額報酬から日額報酬に改正する

ものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第２４号、摂津市職員の管理職手

当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件ですが、市立保育所長及び市立幼

稚園長に管理職手当の支給を行うため、

本条例を制定するものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第２５号、議会の議員その他非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条例

等の一部を改正する条例制定の件ですが、

障害者自立支援法の題名が障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」とされたことに伴い、当該条

例の本文中の題名を改めるものです。

なお、平成２５年４月１日から施行しま

す。

　議案第２６号、摂津市税条例の一部を

改正する条例制定の件ですが、地方税法

等が改正されため、所要の改正を行うも
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のです。その内容は、市町村たばこ税の

税率を、平成２５年４月１日以後に売り

渡し等が行われた製造たばこから、１，

０００本につき６４４円引き上げること

としたもので、旧三級品の紙巻たばこに

係る市町村たばこ税の税率を、平成２５

年４月１日以後に売り渡し等が行われた

製造たばこから、１，０００本につき３

０５円引き上げることとしたものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第２７号、摂津市障害者施策推進

協議会条例の一部を改正する条例制定の

件ですが、障害者基本法の一部改正に伴

う、引用条項の整備をするものです。

　なお、公布の日から施行します。

　議案第２８号、摂津市道路占用料徴収

条例の一部を改正する条例制定の件です

が、道路法施行令の一部改正に伴う、引

用条項の整備を行うものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第２９号、摂津市都市計画下水道

事業受益者負担に関する条例及び摂津市

下水道条例の一部を改正する条例制定の

件ですが、国有林野の管理運営に関する

法律の一部改正に伴う、引用条項の整備

をするものです。

　なお、平成２５年４月１日から施行し

ます。

　議案第３０号、摂津市都市公園条例の

一部を改正する条例制定の件ですが、

「地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」及び「都市公園法の一

部を改正する法律」が制定され、これま

で国土交通省が一律に定めていた都市公

園の設置基準等を条例で定めることとさ

れたことに伴い、公園及び公園施設の設

置基準を定めるため、本条例を制定する

ものです。なお、平成２５年４月１日か

ら施行します。

　議案第３１号、摂津市高額療養費資金

貸付基金条例を廃止する条例制定の件で

すが、高額療養費資金貸付については、

健康保険制度の数次にわたる改正、入院

時付き添い、受領委任払い制度や自己負

担の限度額認定制度などが実施されたこ

とから、貸付制度を維持する意義が少な

くなり、新規貸し付けの実績についても、

実績がないため、摂津市高額療養費資金

貸付基金条例を廃止するものです。

　なお、平成２５年３月３１日から施行

します。

　議案第３２号、摂津市せっつ桜苑条例

を廃止する条例制定の件ですが、平成２

６年度の摂津市立せっつ桜苑の民営化に

向け、条例を廃止するものです。有期の

指定期間が設定されている指定管理制度

ではなく、事業自体を民間法人に移管す

ることにより、継続的なサービスを受け

ることが可能となるもので、平成２５年

度中に業者選定を行い、平成２６年３月

をもって条例を廃止します。

　なお、平成２６年４月１日から施行し

ます。

　次に、昨日追加発送させていただきま

した議案第３３号、摂津市職員の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件ですが、内容としましては、国家

公務員退職手当法の一部改正を受け、所

要の改正を行うもので、民間の支給水準

との均衡を図るために設けられている退

職手当の調整率について国と同様に段階

的に引き下げるものです。

　以上提出案件の概略説明とさせていた

だきます。

○森西正委員長　説明が終わりました。

　この際、何か質問があればお受けしま

す。
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　山崎委員。

○山崎雅数委員　現在、いわゆるアベノ

ミクスによる今年度の補正予算の審議が

国会でされておりますが、この動向に伴っ

て、今回ご説明いただいた摂津市の予算

について、４月にすぐ補正が必要になっ

たりするようなことはないのでしょうか。

○森西正委員長　総務部長。

○有山総務部長　ご質問いただいた件に

つきましては、私どもが得ている情報の

中では、平成２４年度の補正予算と平成

２５年度の当初予算に網羅させていただ

いております。新たな補正が必要であれ

ば６月の定例会に間に合うかどうかとい

う判断になると思いますが、現在の所は、

そのような情報は聞いておりません。

　４月に選挙がある一部の自治体におい

ては骨格予算を組みますので、例えば地

域の元気臨時交付金でありますと、枠組

みだけを取って、届けだけをするような

自治体もあるようですが、摂津市はそう

いう状況にはございませんので、６月の

定例会に間に合うかどうかという判断を

させていただきたいと思っています。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　予算に全て組み込まれ

ているということで理解しました。

　あと、議案第１６号、摂津市新型イン

フルエンザ等対策本部条例制定の件は施

行日を早める必要があるといったことは

ありませんでしょうか。

○森西正委員長　総務部長。

○有山総務部長　議案第１６号は新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法の制定に

伴い、条例の施行をするものです。施行

日を規則で定める日としているのは、施

行日を前倒しするものではありませんの

で、法律に合わせて改正を行っていきた

いと思います。

○森西正委員長　原田委員。

○原田平委員　報告第１号、損害賠償の

額を定める専決処分報告の件で、本市公

用車を相手方が追い越そうとして接触事

故を起こしたということでございますが、

過失割合は、本市５０％、相手方５０

％で双方に非があるということです。

　相手方から摂津市への補償はどうなっ

ているのでしょうか。

○森西正委員長　総務部長。

○有山総務部長　過失相殺割合が５０％

ですので、本市の車両の修理にかかった

８万６，１００円の半分で４万３，０５

０円の支払いを相手方から受けるもので

す。

○森西正委員長　上村委員。

○上村高義委員　議案第２５号で、３つ

の条例を一括で提案されていますが、こ

の方法は問題がないのでしょうか。

○森西正委員長　総務部長。

○有山総務部長　複数の条例に該当する

文言を改める場合につきましては、従前

から一つの議案として提案させていただ

いておりまして、他の自治体におきまし

ても同様に扱っています。地方自治法を

含め、関係法令に照らしてもこの方法は

間違いではございません。

○森西正委員長　他に質問はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　他に質問がないようで

すので、理事者の皆さんは退席いただい

て結構です。

　暫時休憩します。

（午前１０時３０分　休憩）

（午前１０時３１分　再開）

○森西正委員長　再開します。　

　次に、政務調査費の交付に関する条例

等の一部改正について協議を行います。

　本件については、２月５日の本委員会

で協議し、政務調査費、委員会条例、及
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び会議規則の３本の改正案を会派へ持ち

帰っていただいておりました。

　各会派でご協議いただいたと思います

が、何かご意見があればお受けいたしま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　ないようですので、先

日配付した内容に基づき、改正すること

にしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議ないようですので、

そのように決定します。

　事務局から提出者等について説明をお

願いします。

　湯原総括主査。

○湯原事務局総括主査　ただいま決定し

ました摂津市議会政務調査費の交付に関

する条例、委員会条例、会議規則の一部

改正の３本につきましては、それぞれ議

会運営委員が提出者となっていただくこ

とになりますので、よろしくお願いいた

します。

　なお、本会議での提案説明は、議会運

営委員長に行っていただきます。

　以上、よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午前１０時３２分　休憩）

（午前１０時３３分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　それでは、第４回定例会の審議日程及

び議事日程について事務局から説明をお

願いします。

　湯原総括主査。

○湯原事務局総括主査　第１回定例会の

審議日程等の事務局案について説明申し

上げます。

　まず、会期は、２月２１日から３月２

８日までの３６日間でございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の２月２１日は、平成２５年度市政運営

の基本方針と、付託案件についての提案

説明、即決案件の審議でございます。

　また、この日の午後５時１５分が議会

議案の届出締切りでございます。

　２月２６日の正午が代表質問の届出締

切りでございます。

　３月６日の本会議では、付託案件に対

する質疑、委員会付託ののち、７日にか

けての２日間が代表質問でございます。

　１１日が建設及び民生常任委員会、１

２日が総務及び文教常任委員会で１３日

及び１５日が常任委員会の予備日、１８

日が駅前等再開発特別委員会でございま

す。

　１９日の正午が一般質問の届出締切り

でございます。

　２６日が議会運営委員会、２８日は本

会議で、一般質問に続き、休会分の委員

長報告、採決の後、議会議案の審議となっ

ております。

　また、この日の本会議終了後開催いた

だく議会運営委員会は、次の定例会の審

議日程の仮決定をお願いするものでござ

います。

　以上が審議日程案でございます。

　続きまして、２ページからの議事日程

について説明申し上げます。

　まず、２月２１日につきましては、日

程１が会期の決定、日程２が平成２５年

度の市政運営の基本方針でございます。

　日程３は、議案第１号、平成２５年度

摂津市一般会計予算など、付託案件の３

１件で、一括して提案説明を受けていた

だきます。なお、質疑は後日となります。

　日程４は、報告第１号など２件で、一

括して報告を受けていただきます。

　日程５は、議案第１４号、市道路線認

定の件、日程６は、議案第１５号、市道

路線廃止の件で、いずれも即決でござい
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ます。

　日程７は、議会議案第１号など３件で、

一括上程で即決でございます。なお、備

考欄に一括簡易採決と記載いたします。

　日程８は、常任委員会の所管事項に関

する事務調査報告の件につきまして、建

設常任委員会の委員長から閉会中の事務

調査につきまして、本会議で報告いただ

くものでございます。

　３月６日は、日程１が議案第１号、平

成２５年度摂津市一般会計予算など付託

案件３１件で質疑ののち、所管の委員会

付託となります。

　日程２が代表質問でございます。

　７日も代表質問でございます。

　最終日、２８日につきましては、日程

１、一般質問ののち、日程２が、議案第

１号など委員会付託案件の３１件で、委

員長報告、採決となります。

　以上が議事日程でございます。

　次の議案付託表につきましては、総務、

建設、文教、民生の各常任委員会と議会

運営委員会及び駅前等再開発特別委員会

で審査いただく案件でございます。

　最後の所管別分割表につきましては、

議案第１号、平成２５年度一般会計予算

及び議案第９号、平成２４年度一般会計

補正予算（第５号）について、付託され

た委員会で審査いただく内容でございま

す。

　なお、議会議案第１号から第３号につ

きましては、本会議開会までに議場配付

させていただきます。

　以上、事務局案の説明といたします。

○森西正委員長　ただいま事務局から説

明がありましたとおりでよろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議がないようですの

で、それではそのように決定をいたしま

す。

　暫時休憩します。

（午前１０時３７分　休憩）

（午前１０時３９分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　報告事項がありますので、事務局から

説明をお願いします。

○湯原事務局総括主査　２月２１日の市

長の平成２５年度市政運営の基本方針に

関する説明の時に、例年どおり写真撮影

を行いたいとの申し出があります。また、

３月６日、７日の代表質問時に質問議員

の写真撮影を行いますので、よろしくお

願いいたします。

○森西正委員長　これをもちまして本委

員会を閉会します。

（午前１０時４０分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　議会運営委員長　　森 西 　 正

　

　議会運営委員　　原 田 　 平
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